
令和８年度稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業費補助金 

公募要領 

 

 

◆ 事業概要 

持続的な賃上げ環境の整備を促進するため、中小企業者等が行う、収益力向上

に資する設備投資について、補助を行う。 

 

◆ 対象者 

県内の中小企業者等 

※県内で事業を営む中小企業者等が対象です。詳しくはＰ６～８をご覧くださ

い。 

 

◆ 公募期間 

第１期公募：令和８年６月８日（月）～令和８年７月７日（火） 

第２期公募：令和８年９月１日（火）～令和８年９月 30日（水） 

 

◆ 事業実施期間 

第１期公募：交付決定日～令和８年 11月 30日（月） 

第２期公募：交付決定日～令和９年１月 31 日（日） 

 

◆ 問合せ先 

稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業費補助金事務局 

受付時間：平日９時～17時 

電話番号：0120-850-271 

 

◆ ホームページ 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikara.html 

※申請等に必要な各種様式は、ホームページからダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 

兵庫県産業労働部地域経済課 
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【申請にあたっての注意点】 

本補助金は、税金という貴重な財源で賄われていることに十分留意し、誠実かつ適

正に事業を行っていただく必要があります。本補助金に関する注意点は以下のとお

りです。必ずご確認、ご理解の上で申請してください。 

 

１ 本補助金の趣旨をご理解の上、申請してください。 

  本補助事業は、中小企業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成

した上で行う収益力向上に向けた取り組みを支援するものです。外部のアドバイ

スを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討しているような記載

が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、本補助金

の趣旨に沿わない提案と捉えられ、評価に関わらず不採択となります。 

 

２ 本補助事業は、令和８年度産業労働部補助金交付要綱に基づき実施します。 

  本補助事業は、令和８年度産業労働部補助金交付要綱（以下、「要綱」という。）

に基づき実施します。 

 万が一、本補助金の不正受給や目的外使用が行われた場合には、補助金の交付

決定の取消、交付済みの補助金の返還命令及び加算金の請求、不正の内容の公表

等を行うことがあります。 

 

３ 国等が補助する他の制度と重複する事業は補助対象とはなりません。 

  国・都道府県・市区町村等が補助する他の制度（補助金、委託費、公的医療保

険、介護保険からの診療報酬・介護報酬等）と重複する事業は、補助対象外とな

ります。 

 

４ 「交付決定通知書」の受領後でないと補助対象事業の着手は認められません。 

  補助金の交付決定がなされた場合、県から「補助金交付決定通知書」を送付し

ます。本補助事業の着手（発注・契約・登録・申込・支出行為等）は、「交付決定

通知書」に記載された交付決定日から可能です。交付決定日より前に行われた発

注・契約・登録・申込・支出行為等は補助対象外となります。 

また、補助対象となる支払い方法は、銀行振込方式のみです。現金払いも認め

ません。 

 

５ 補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。 

  補助事業は、交付決定を受けた内容で実施するものですが、補助事業の内容又

は経費の配分の変更を希望する場合（軽微な変更を除く）は、当初の事業計画の

目的に沿った範囲内で、あらかじめ（発注・契約前に）所定の「補助金変更承認

申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません（内容によっては、変更

が認められない場合もあります）。なお、原則として、交付決定を受けた補助事業

計画書に記載のない新しい費目の追加はできません。 
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６ 補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない

と補助金は交付されません。 

  補助事業終了後は、実績報告書等の関係書類を、定められた期日までに提出し

なければなりません。また、追加で提出を求められた書類についても、定められ

た期日までに提出する必要があります。定められた期日までに、実績報告書等の

提出が確認できなかった場合には、「補助金交付決定通知書」を受領していても、

補助金を受け取れなくなります。 

 

７ 受け取る補助金額が「補助金交付決定通知書」に記載された交付金額より少な

くなる場合（交付されない場合も含む。）があります。 

  補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に各種要件を満たしている

と認められない場合は、本補助金の交付は行いません。また、支出内容に補助対

象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出は補助対象経費か

ら除外します（除外された経費分の補助金は交付されません）。 

 

８ 導入した設備等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があり

ます。 

  本補助金により取得したもののうち、単価が 50万円（税抜）以上のものは、処

分制限財産に該当し、一定の期間において処分（補助事業目的外での使用、売却、

譲渡、貸付、担保提供、廃棄、移転等）が制限されます。処分制限期間内に当該

財産を処分する場合には、必ず兵庫県（以下「県」という）へ承認を申請し、承

認を受けた後でなければ処分できません。なお、財産処分を承認した申請者に対

して、交付した本補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあり

ます。承認を受けずに処分を行うと、要綱違反により本補助金の交付取消・返還

命令（加算金付き）の対象となります。 

 ※処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年３月 31

日大蔵省令第 15号）」に定める耐用年数に相当する期間（10年以上の場合は 10 

年）となります。 

 

９ 補助事業実施後３年間は、毎年「事業効果報告書」の提出が必要です。 

  申請者は、申請日の属する事業年度終了後３年間、本補助事業の効果等につい

て、定められた期日までに「事業効果報告書」を毎年度提出しなければなりませ

ん。提出がない場合は、要綱違反により補助金の交付取消・返還命令（加算金付

き）の対象となります。 

  また、補助金を活用して取り組む事業や補助金受給後の経営状況等を把握する

ためのアンケート調査等を実施する場合があります。 

 

10 補助事業関係書類は、事業終了後５年間保存しなければなりません。 

  申請者は、補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を、補助事業の終了日の属す
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る年度の終了後５年間（令和 14 年３月 31 日まで）、国や県の補助金等の執行を

監督する会計検査院や県監査委員事務局からの求めがあった際に、いつでも閲覧

に供せるよう保存しておかなければならず、県から事業状況報告を求められたと

きは、遅滞なくその報告をしなければなりません。この期間に会計検査院等によ

る実地検査等が実施される可能性もあり、本補助金の交付を受けた者の義務とし

て応じなければなりません。また、検査等の結果、仮に、本補助金の返還命令等

の指示がなされた場合には従わなければなりません。 

 

11 その他 

  申請者は、本公募要領やウェブサイト等の案内に記載のない細部については、

稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業費補助金事務局（以下「事務局」という）

等から指示に従うものとします。補助事業における実施状況の確認や、処分制限

財産等の適正な管理、事業実施による効果を確認するため、県が電話連絡や訪問

を実施することがあります。偽りその他不正な手段により、本補助金を不正に受

給した疑いがある場合には、県が補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等

を実施します。なお、本補助事業に係る取引先（委託先、外注（請負）先以降を

含む）に対して、不明瞭な点が確認された場合、本補助金の受給者立ち会いのも

とに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に

対して協力をお願いしていただくこととします。 
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【補助金交付までの流れ（予定）】 

  商工会・商工会議所による伴走支援  

 

 

 

  申  請  書  の  提  出  

 

 

 

  審              査  

 

 

 

  補助金交付決定通知・不採択通知  

  （以下は交付決定された場合） 

 

 

 

 

  実    績    報    告  

 

 

 

  補 助 金 額 確 定 通 知  

 

 

 

  補 助 金 の 請 求  

 

 

 

  補 助 金 の 支 払  

 

 

 

  事 業 効 果 報 告 （ ３ 年 間 ）  

 

 

 

補助事業の実施 

（設備等の購入、設置、支払） 

第１期公募スケジュール 

申請期間：令和８年６月８日（月） 

～同年７月７日（火） 

事業期間：交付決定日 

       ～令和８年 11月 30日（月） 

実績報告：令和８年 12月 10 日（木）まで 

 

第２期公募スケジュール 

申請期間：令和８年９月１日（火） 

～同年９月 30 日（水） 

事業期間：交付決定日 

       ～令和９年１月 31日（日） 

実績報告：令和９年２月 10日（水）まで 
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１ 補助事業の目的 

物価高騰や人手不足などの社会経済情勢にも負けない“稼ぐ力”の強化には、売

上の増加に資する環境の整備が必要となります。そこで、収益力向上に資する設備

導入等に対して補助することで、中小企業者等における持続可能な賃上げ環境の整

備を促進し、兵庫産業の更なる活性化・競争力強化につなげます。 

 

２ 補助制度の概要 

（１）補助対象事業 

事業区分 内容 

売り上げの増加 収益力の向上につながると認められる設備等の導入 

 

（２）補助金額等 

項目 内容 

補助金額 500万円以内（下限額 25 万円） 

補助率 補助対象経費の 1/2以内（小規模事業者は 2/3以内） 

補助事業実施期間 
第１期公募：交付決定日から令和８年 11月 30日（月）まで 

第２期公募：交付決定日から令和９年１月 31日（日）まで 

 ※補助対象経費が 50 万円（消費税及び地方消費税を除く）以上の事業が対象で

す。また、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に 1,000円未満の端数がある

場合は、切り捨てるものとします。 

 

３ 補助要件 

 以下の（１）～（９）の要件を全て満たしている必要があります。 

（１）申請日時点において、兵庫県内に本補助事業を実施する事業所を有する中小

企業者等※であること。 

  ※本補助金における、中小企業者等の定義は「４ 補助対象者」を参照してく

ださい。 

（２）申請日時点において、創業（開業）してからの事業期間が１年以上経過して

いること。 

（３）申請する補助事業と同一とみなされる事業で、国・都道府県・市区町村等が

補助する他の制度の交付決定を受けていないこと。 

（４）同一事業者が複数の申請をしていないこと（複数の屋号を使用している個人

事業主も申請は１件までです。）。 

（５）商工会・商工会議所による経営指導の結果、本補助事業の実施が賃上げの促
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進につながると認められること。 

（６）県税の未納がないこと。 

（７）補助事業の内容が、公の秩序又は善良な風俗を害することとなるおそれがな

いこと。 

（８）公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業でな

いこと。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第

２条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者でないこと。また、本

件について兵庫県警察本部に照会することについてあらかじめ承諾すること。 

 

４ 補助対象者 

本補助金の対象となる中小企業者等は、下記の（１）～（２）のいずれかに該当

する事業者とし、（３）のみなし大企業に該当する場合は補助対象外となります。 

（１）中小企業者 

業種 

（業種分類は、日本標準産業分類によります。） 

中小企業者 

（下記のいずれかを満たすこと。） 

資本金の額又

は出資の総額 

常時使用する

従業員の数※１ 

① 製造業・建設業・運輸業 

  その他の業種（②～⑦を除く） 
３億円以下 300 人以下 

② 卸売業 １億円以下 100 人以下 

③ サービス業（⑥、⑦を除く） 5,000万円以下 100 人以下 

④ 小売業 5,000万円以下 50人以下 

⑤ ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タ

イヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベル

ト製造業を除く） 

３億円以下 900 人以下 

⑥ ソフトウェア業、情報処理サービス業 ３億円以下 300 人以下 

⑦ 旅館業 5,000万円以下 200 人以下 

 

（２）小規模事業者※２ 

業種 

（業種分類は、日本標準産業分類によります。） 
常時使用する従業員の数※１ 

① 製造業その他 20人以下 

② 商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外） ５人以下 

③ サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下 
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 ※１ 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとしま

す。 

① 会社役員（従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含めます。） 

② 個人事業主本人および同居の親族従業員（（別居の親族従業員は「常時使

用する従業員の数」に含めます。） 

③ （申請時点で）育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員

（法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者） 

④ 以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等 

ア） 日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて雇用される者、

又は季節的業務に４か月以内の期間を定めて雇用される者（ただし、

所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業

員」に含めます。） 

イ） 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員＊」の所定

労働時間に比べて短い者 

＊ 本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所におい

て通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定め

がない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用

形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例

えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの

基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業

員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員（１日又は１週

間の労働時間および１か月の所定労働日数が、通常の従業員の４分の

３以下である）はパートタイム労働者とします。「パートタイム労働

者」に該当するのは、「１日の労働時間および１か月の所定労働日数が

４分の３以下」若しくは、「１週間の労働時間および１か月の所定労働

日数が４分の３以下」の場合に限ります。 

 

 ※２ 医師、歯科医師、助産師は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の

支援に関する法律(平成５年法律第 51号)」第２条に規定する小規模事業者に

該当しないため、常時使用する従業員数に関わらず、小規模事業者となりま

せん。 

 

（３）次のいずれかに該当する者は、みなし大企業として補助対象外です。 

ア） 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が

所有している中小企業者等 

イ） 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有し

ている中小企業者等 

ウ） 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占め

ている中小企業者等 
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エ） 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア～ウに該当する中小企業者等

が所有している中小企業者等 

オ） ア～ウに該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総

数の全てを占めている中小企業者等 

カ） 応募申請時点において、確定している（申告済みの）直近過去３年間の

各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15億円を超える中小企業者等 

  〔留意事項〕 

   ・ 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者等以外の者であり、

資本金及び従業員数がともに 上記（１）の表の数字を超える場合、大企業

に該当します。海外企業についても、資本金及び従業員数がともに同表の

数字を超える場合、大企業とみなします。また、自治体等の公的機関に関

しても大企業とみなします。 

   ・ 本条件の適用は、本補助事業実施期間中にも及びます。 

   ・ 上記ウの役員には、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役及び会社

法第 381条第１項に規定する監査役は含まれません。 

 

【補助対象者の例】 

補助対象となりうる者 補助対象とならない者 

・個人事業主 

・株式会社 

・合名会社 

・合資会社 

・合同会社 

・（特例）有限会社 

・農業法人（会社法の会社又は有限会社

に限る。） 

・事業協同組合 

・事業協同小組合 

・協同組合連合会 

・企業組合 

・協業組合 

・商工組合 

・商工組合連合会 

・系統出荷による収入のみである個人

農業者（個人の林業・水産業者も含む） 

・大企業（みなし大企業を含む） 

・特別の法律により設立された法人（医

療法人、宗教法人、学校法人、農事組

合法人など） 

・一般社団法人、公益社団法人 

・一般財団法人、公益財団法人 

・任意団体 

・複数の法人及び個人事業主による事

業実施場所が同一の場合の重複申請

者 

・実態のある事業を営んでいない事業

者 

 

５ 補助対象事業 

 補助対象となる事業は、以下の（１）～（３）の要件を全て満たす事業です。 

（１）策定した「補助事業計画書（様式第１-１号）」に基づいて実施する取り組み

であること 
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（２）以下に該当する事業を行うものではないこと 

  ア） 国・都道府県・市区町村等が補助する他の制度（補助金、委託費、公的

医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等）の

交付決定を受けている事業 

  イ） 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序もしくは善

良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが

適当でないと認められるもの 

  ウ） 自社（グループ企業）内での取引 

    ※ 自社、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連

会社及び関係会社からの購入等や、役員及び従業員を兼任している会社

からの購入等、代表者の３親等以内の親族が経営する会社からの購入等

は認められません（見積書も無効）。 

（３）事業実施期間内に事業が完了すること 

 

６ 補助対象経費 

（１）補助対象経費は、策定した「補助事業計画書（様式第１-１号）」に基づいて

実施する事業に係る経費で、下表「補助対象経費」に掲げる経費です。 

（２）補助対象経費は、（１）のほか次の（ア）～（エ）の条件をすべて満たす必要

があります。 

ア） 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

イ） 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費 

ウ） 銀行振込により支払った経費（現金、小切手、手形、相殺、クレジット

カードは不可） 

エ） 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

【補助対象経費】 

◆ 設備等導入費 

  補助事業の遂行に必要な機械装置の購入・製作・改良、システムの購入、構

築に要する経費 

① 専ら補助事業のために使用され、かつ補助事業者に所有権が帰属する設備等

に係る以下の経費が対象です。 

 （ア）機械装置等の購入、製作、改良に要する経費 

 （イ）専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費 

 （ウ）（ア）又は（イ）の使用場所への導入に直接必要な運搬又は据付に要する

経費 

② 補助対象となる機械装置等及び専用ソフトウェア・情報システム等は、単価 

50万円（税抜）以上です。 

③ 「据付」とは、本補助事業で新規に購入し、本補助事業のために使用される

機械装置等及び専用ソフトウェア・情報システム等の設置と一体で捉えられる
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軽微なものに限ります。 

※ 同一条件による２者以上からの相見積もりを取得し、当該見積もりの中で、

最低価格を提示した者に発注（委託）してください。ただし、発注（委託）内

容の性質上、２者以上から相見積もりを取得することが困難な場合は、該当企

業等を随意契約の対象とする理由書「相見積もり省略理由書（様式第１-３号）」

を申請時に提出してください。 

 

７ 補助対象とならない経費 

「６ 補助対象経費」に掲げる経費であっても、下記に該当する経費は対象とな

りません。 

（１）設備等の単なる更新であると判断できるもの 

（２）汎用的に使用可能な機械（自動車（トラック等も含む）、電話機、スマートフ

ォン、事務用プリンター、複合機、ユニット等） 

（３）自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の経費 

（４）外注先に設置する等、自社事業以外にも使用できると判断されるもの 

（５）各種保証・保険料・保守料（メンテナンス料）、管理料など設備等の導入に要

する経費ではないもの 

（６）ある設備等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う当該設備等の購

入・製作・構築（デモ品・見本品とする場合でも不可） 

（７）設備等の修理に要する経費（購入品の故障や不具合等により補助事業計画書

に記載の事業への使用ができなかった場合は、補助対象外となります） 

（８）「据付」の範囲を超える整備工事費や基礎工事費等 

（９）国・都道府県・市区町村等が補助する他の制度（補助金、委託費、公的医療

保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等）の交付決定

を受けている事業と重複する経費 

（10）証拠書類がない経費 

（11）本補助事業の手続きに要する経費（補助金申請書類や実績報告書等の作成・

送付・手続きに要する経費） 

（12）取引先・資本関係にある事業者への発注に要する経費 

  ア） 自社内部の取引によるもの又は資本関係がある事業者への発注 

イ） 申請者の代表者（個人を含む）又は役員が、一人でも代表者（個人を含

む）又は役員に就いている事業者への発注 

ウ） 申請者の代表者（個人を含む）の親族（３親等以内）又は役員の親族

（３親等以内）が一人でも代表者(個人を含む)又は役員に就いている事業

者への発注 

エ） フランチャイジーからフランチャイザーに発注する経費 

（13）価格の妥当性が判断できない経費 

ア） 一般価格や市場価格と比較して、高額である経費 
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イ） 本体価格に比して、高額な運搬費（送料） 

ウ） 中古品（中古市場において広く流通していない中古設備等、その価格設

定の適正性が明確でない中古品の購入費） 

エ） オークションによる購入（インターネットオークションを含む） 

（14）税、手数料、消耗品等に関する経費 

  ア） 公租公課 

イ） 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

ウ） 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング

利用料、インターネットショッピング決済手数料等 

エ） 事務用品等の消耗品 

オ） 各種キャンセルに係る取引手数料等 

カ） 通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の

支払いが区分し難い経費 

（15）講師謝金・役員報酬等に係る経費 

  ア） 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等 

イ） 専門家に対する報酬・謝金等（コンサル料に該当するものを含む） 

ウ） 免許・特許等の取得・登録費 

エ） 役員報酬、直接人件費、謝金 

（16）不正又は不適切な取引に関する経費 

  ア） 購入額の一部又は全額に相当する金額が、名目に関わらず口座振込や現

金、貸付により申請者へ直接又は第３者を通して戻すもの（商品券等によ

る還元を含む） 

イ） 他の事業者から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案

件に係る経費 

ウ） 本補助金を利用しての不適切な相互発注とみなされる経費 

エ） 契約業務内容を生業としていない事業者へ外注した経費 

オ） 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる

経費 

（17）その他 

  ア） 本補助事業の目的に合致しないもの 

イ） 補助対象経費の導入に直接関連のない経費又は関連するか判断が難しい

経費 

ウ） 自社で使用しない製品、商品、サービス等 

エ） 交付決定前に発注、契約、購入、支払い（前払い含む）等を行ったもの 

オ） 申請者名義による銀行振込以外の決済方法で支払われた経費 

カ） 申請書や交付決定通知書等に記載の申請者名（法人：法人名、個人事業

主：個人名）以外の名義の口座で決済された経費 

キ） 建物の建築・改築費、不動産、構築物、簡易建物（ビニールハウス、コ

ンテナ、ドームハウス等）の取得費用、及びこれらを作り上げるための組



12 

立用部材の取得費用 

ク） リースを目的とした製品等の調達に要する経費 

 

８ 申請手続き 

（１）受付期間 

第１期公募：令和８年６月８日（月）～令和８年７月７日（火） 

第２期公募：令和８年９月１日（火）～令和８年９月 30日（水） 

（２）申請方法 

「９ 申請に必要な書類」に記載された書類を、以下のメールアドレス宛て

にご提出ください。 

【提出先メールアドレス】kaseguchikara@pref.hyogo.lg.jp 

なお、提出の際は、以下の点を必ず守って提出してください。 

・送付するメールの件名は「【交付申請】（●●※事業者名）」 

・メールに添付するファイルは、全てファイル名の最後に「（●●※事業者

名）」を記載すること 

（３）申請件数 

   同一事業者からの申請は１件とします。また、代表者が同じ複数の法人で申

請することや、同一の個人が個人事業主として、かつ代表を務める法人等で申

請することはできません。 

万が一、複数申請が判明した場合には、すべて不採択となります（採択後に

複数申請が判明した場合も、遡って採択を取り消します）。 

なお、複数の屋号を使用している個人事業主も申請は１件のみです。 

（４）留意事項 

  ア） 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

イ） 不備が発見された場合には、申請書類の訂正・再提出を依頼します。 

ウ） 申請書類到達後、３営業日以内に、申請メールを確認した旨を事務局か

ら返信します。３営業日経過後も返信がない場合、申請が受理されていな

い可能性がありますので、必ず電話にて到達確認をお願いします。 

 

９ 申請に必要な書類 

各種様式は、ホームページ

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikara.html）からダウンロードし

てください。 

〔チェックリスト〕 

交付申請チェックリスト 

 

〔申請様式〕 
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 ① 様式第１号   補助金交付申請書 

 ② 様式第１号の２ 誓約書 

 ③ 様式第１-１号 補助事業計画書 

 ④ 様式第１-２号 商工会・商工会議所の意見書 

 ⑤ 様式第１-３号 相見積もり省略理由書（２者以上から見積もりを取得するこ

とができない場合のみ） 

 

〔添付書類〕 

 ⑥ 申請する経費の見積書 

 ⑦ 申請する経費のカタログ、システムの仕様書（カタログがない製品は不要） 

 ⑧ 事業実施場所（設備等の導入の場合は、当該設備等の設置予定場所）の現況

写真 

 ⑨ 決算書（直近２期分） 

 ⑩ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（法人のみ提出が必要。申請日

時点で発行日から３か月以内のもの） 

 ⑪ 県税の未納がないことを証する納税証明書（申請日時点で発行日から３か月

以内、納期が到来しているが納期限を迎えていない課税がある場合は、県税に

滞納がないことを証する納税証明書） 

  ※県税事務所窓口で「納税証明書(３)」を発行してください。 

 ⑫ ひょうご産業 SDGs 認証事業の認証書の写し 

⑬ ひょうご産業 SDGs 推進宣言事業の登録証又は下記市町等の SDGs宣言・登 

録事業の宣言証・登録証の写し 

姫路市 SDGs宣言、あまがさき SDGsパートナー（SDGs企業登録事業）、 

あかし SDGsパートナーズ制度、あいおい SDGs パートナー制度、 

加西市 SDGsパートナー登録制度、小野商工会議所 SDGs宣言企業登録制度、 

丹波篠山環境みらいパートナー事業者登録制度、多可町 SDGs登録制度 

⑭ パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書の写し 

 ※ ⑫,⑬,⑭は加点を受けたい方のみ提出してください。 

 

【添付書類の説明】 

 ⑥ 申請する経費の見積書 

  ・すべての見積もりについて、必ず２者以上からの相見積もりが必要です。た

だし、発注（委託）内容の性質上、２者以上から相見積もりを取得すること

が困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書（⑤の相見積も

り省略理由書）を提出してください。 

  ・自社、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連会社及

び関係会社が発行する見積書や、役員及び従業員が兼任している会社や代表

者の３親等以内の親族が経営する会社が発行する見積書は認められません。 

・申請する経費の具体的な内容や型番、単価、数量を確認することができるも
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のとしてください（「１式」「１組」と記載された見積書は不可。内訳の分か

るものとしてください）。 

・補助対象経費とそれ以外の経費について区分されていない場合や、補助対象

経費の導入に関連するものであるか判断が難しい場合は、補助対象外となる

可能性があるため、明確に関連がある経費のみ記載した見積書としてくださ

い。 

・企業名、代表者名、所在地を必ず明記してください。また、見積書には発行

元の社判の押印（電子押印可）があること（発行元の担当者の印は認められ

ません）。 

・外貨建ての見積書の場合は、見積日の為替レートが確認できる資料を添付し

てください。 

・外国語で記載の見積書等を提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語

で要約説明する書類もあわせてご提出ください。 

 ⑦ 申請する経費のカタログ、システムの仕様書 

  ・申請する設備等の外観やスペックが分かる資料を添付してください。 

・カタログ等の分量が多い場合は、該当ページのみ添付してください。 

・システム構築の発注など（特注品の場合）の場合は、当該システムの詳細が

わかる概要書・仕様書等を添付してください。 

 ⑧ 事業実施場所（設備等の導入の場合は、当該設備等の設置予定場所）の現況

写真 

  ・事業所の全景（建物の外観等）が分かる写真を添付してください。 

  ・設備等を設置する場所が分かる写真を添付してください 

 ⑨ 決算書（直近２期分） 

法人の場合 

直近２期分の貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書（作成している場合のみ）・

販売費及び一般管理費明細書 

※創業後２度目の決算期を迎えていない場合は１期分を提出してください。 

個人事業主の場合（ア又はイ） 

ア）青色申告者：直近２期分の所得税青色申告決算書（１～４面） 

イ）白色申告者：直近２期分の収支内訳書（１・２面） 

※開業後２度目の決算期を迎えていない場合は１期分を提出してください。 

 《注》税務署へ提出しているものを提出してください。 

 

10 採択審査・交付決定 

（１）審査の方法 

   本補助金の採択審査は、下記の「審査の観点」に基づき実施した上で、補助

金の交付事業者を決定します。なお、申請書類等による審査のみとし、ヒアリ

ング審査は実施しません。また、先着順で採択するものではありません。 
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【審査の観点】 

要件の審査 

次の要件をすべて満たすものであること。要件を満たさない場合には、その申

請は不採択となります。 

①申請に必要な書類がすべて提出されていること 

②本要領に記載の補助要件を満たしていること 

③申請する経費が補助対象経費であること 

計画の審査 

補助事業計画書に記載された内容について、主に以下の観点で審査します。 

①現状・課題認識の妥当性 

②現状と課題を踏まえた設備等の導入の必要性・合理性 

③設備等の導入による効果の妥当性 

加点項目 

①ひょうご産業 SDGs 認証事業の認証を受けている 

②ひょうご産業 SDGs 推進宣言事業の登録を受けている、又は下記市町等 SDGs 宣

言・登録を受けている 

 姫路市 SDGs宣言、あまがさき SDGsパートナー（SDGs企業登録事業）、 

あかし SDGsパートナーズ制度、あいおい SDGs パートナー制度、 

加西市 SDGsパートナー登録制度、小野商工会議所 SDGs宣言企業登録制度、 

丹波篠山環境みらいパートナー事業者登録制度、多可町 SDGs登録制度 

③パートナーシップ構築宣言をし、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト内

「登録企業リスト」に企業名の掲載がある 

※いずれの項目も申請日時点で満たしている必要があります。 

※予算の都合等により、申請額から減額して採択される場合があります。 

 

11 実績報告書の提出 

（１）実績報告書の提出期限 

   補助事業が完了した日（納品・工事完了等及び経費の支払いが完了した日）

から 30日以内又は次の提出期限のいずれか早い日まで 

   第１期公募：令和８年 12月 10日（木）まで 

   第２期公募：令和９年２月 10日（水）まで 

（２）提出方法 

   「12 実績報告に必要な書類」に記載された書類を、以下のメールアドレス

宛てにご提出ください。 

【提出先メールアドレス】kaseguchikara@pref.hyogo.lg.jp 

なお、提出の際は、以下の点を必ず守って提出してください。 

・送付するメールの件名は「【実績報告】（●●※事業者名）」 
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・メールに添付するファイルは、全てファイル名の最後に「（●●※事業者

名）」を記載すること 

 

12 実績報告に必要な書類 

各種様式は、ホームページ

(https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kaseguchikara.html)からダウンロードして

ください。 

〔報告様式〕 

 ① 様式第８号   補助事業実績報告書 

 ② 様式第８-１号 補助事業報告書 

 ③ 様式第 12号  補助金取得財産等管理台帳 

 ④ 様式第 10号  補助金請求書 

   ※補助金請求書は、補助金額確定後に受理をしますので、補助金確定通知番

号・年月日及び提出年月日は空欄のままご提出ください。    

〔添付書類〕 

 ⑤ 債権者登録書（様式）及び債権者登録書に記載の本人確認書類 

 ⑥ 発注内容が確認できる書類 

次のうちいずれかの書類 以下の内容が記載されたもの 

・発注書 

・契約書 

・申込書 

・相手業者からの受注確認書／請書 

・その他発注が確認できる書類 

・経費の内容（製品名と型番、サービス

名、工事内容及びその数量など） 

・発注金額 

・発注元及び発注先の事業者名 

・日付（事業実施期間内であること） 

《注》事業着手日が交付決定日以降であるものに限ります。 

 ⑦ 納品や工事完了等が確認できる書類 

次のうちいずれかの書類 以下の内容が記載されたもの 

・納品書 

・完了報告書 

・工事完了書 

・検収書 

・その他物品やサービスなどを受け取

った、又は完了したことが確認できる

書類 

・経費の内容（製品名と型番、サービス

名、工事内容及びその数量など） 

・発注元及び発注先の事業者名 

・日付（事業実施期間内であること） 

・納品場所（住所） 

 ⑧ 支払いを証明することができる書類 

次のうちいずれかの書類 以下の内容が記載されたもの 

・銀行振込明細書 

［ATM から出力される利用明細書］ 

・振込者名義 

・振込先名義 
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・振込金受取書 

［窓口で振り込んだ場合］ 

・当座勘定照合表 

［当座預金の場合］ 

・日付 

・金額 

 ⑨ 事業を実施したことが確認できる書類 

機械装置を導入した場合 

・機械装置全体の写真 

・機械装置の【型式と製造番号】が表示されている部分の写真 

・機械装置設置場所の搬入前と搬入後の写真 

システムを導入した場合 

・システムの主要な機能がわかる画面を撮影した写真 

・当該システムの設計書、操作マニュアル 

※いずれの書類も、外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付するこ

と。 

※外貨建てで支払った場合は、支払日の為替レートが確認できる資料を添付するこ

と。 

 

13 実績報告書の審査 

（１）事務局に提出された実績報告書と添付書類等により以下の項目を確認しま

す。補助金の支払いは、不備・不足のない実績報告書等の受理後、１～３か月

程度を予定しています（振込日を個別に連絡することはありません）。 

〔確認事項〕 

   ・補助事業が事業計画どおりに実施されたこと 

   ・補助事業が事業実施期間内に実施されたこと 

   ・補助対象経費が適正に支出されたこと 

（２）提出された実績報告書等の審査終了後、補助金額確定通知書を送付します。

なお、実績報告書等に不備が発見された場合には、事務局の指示に従って実績

報告書等を訂正していただきます。 

（３）実績報告書等の提出後、補助対象事業の実施状況等の確認のため、県が実地

調査に入ることがあります。この調査を正当な理由なく拒否することはできま

せん（拒否された場合は交付決定が取り消され、補助金を受け取ることはでき

なくなります）。 

〔留意事項〕 

 ・速やかな補助金の支払いのために、実績報告書の提出時に請求書をあわせて提

出いただき、県でお預かりした後、交付額の確定後に正式に受理することとし

ます。 
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14 事業計画等の変更 

（１）事業計画の変更 

本補助事業は、交付決定の内容で実施いただくものですが、補助事業を実施

する中で、事業の目的に沿った範囲内で、補助事業の経費の追加又は内容の変

更を希望する場合には、変更する事業の実施前（当該取引の発注・契約前）ま

でに、「補助金変更交付申請書（様式第３号）」を事務局へ提出し、承認を受け

なければなりません。 

変更の審査には、１か月程度必要となることもあります。変更がある場合

は、速やかに事務局に連絡してください。 

〔留意事項〕 

 ・変更内容が分かる書類を添付してください。 

 ・変更後の事業への着手は事務局からの承認連絡を受けてから行ってください。 

 ・事業目的が変わる等、採択された計画の大幅な変更は認められません。 

・交付決定額から減額になることはありますが、増額になることはありません。 

・事務局への事前連絡なく事業を変更し、実施した場合は補助金が交付されない

ことがあります。 

（２）補助事業者の事業者名（法人名又は屋号）・代表者名等の変更 

   交付決定後、次の項目に変更がある場合は、「申請事項変更届（様式第 13

号）」を事務局へ提出してください。なお、事業実施期間内に補助対象者の要件

を満たさなくなった場合には、補助金は支払われません。 

  〔変更となった場合申請事項変更届の提出が必要となる事項〕 

   ・事業者名（法人名又は屋号） 

   ・代表者名 

   ・法人番号（13桁） 

   ・本社所在地 

   ・事業を実施する場所 

   ※個人事業主が法人化する場合又は法人における事業者名・代表者・法人番

号・本社所在地の変更の場合には、当該事業者の同一性を確認するため、

「申請事項変更届（様式第 13号）」と併せて変更後の「履歴事項全部証明

書」を事務局へ提出してください。 

 

15 補助事業の廃止 

補助事業者において、交付決定後の事情により補助事業の全部を実施しなくなっ

た場合には、事業実施期間の終了日までに、「補助事業中止（廃止）承認申請書（様

式第５号）」を事務局へご提出ください。承認後、「補助事業中止（廃止）承認通知

書（様式第６号）」により通知します。廃止を承認した事業については、補助金の支

払いは行いませんので、ご注意ください。 
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※事業実施期間内に事業が完了しなかった場合や、提出期限までに実績報告を提出

しなかった場合には、「交付決定取消通知書」により交付決定の取消を通知しま

す。交付決定が取消しとなった場合、補助金の支払いは行いません。 

 

16 事業効果報告 

補助事業者は、本補助事業が完了した年度の翌年以後３年間（３期分）、本補助事

業の効果等について、「事業効果報告書（様式第 15号）」を毎年度提出する必要があ

ります。 

提出期限・提出方法・提出先等については、別途連絡します。また、提出書類に

は、①導入した設備等の内容、②設備等の導入による効果、③導入した設備等を活

用した経営発展の今後の展望、④賃上げの状況等を記載していただく予定です。 

なお、事業効果報告書が期限までに提出のない場合は、本補助金の交付取消・返

還命令（加算金付き）の対象となりますので、ご注意ください。 

 

17 その他 

（１）財産処分の制限 

  ア） 本補助金により取得したもの（単価が 50万円（税抜）以上のもの）は、処

分制限財産に該当します。処分制限財産は、補助事業が終わった後も一定の

期間は処分（補助事業目的以外での使用、譲渡、交換、貸付、担保権設定、

取壊、廃棄、移転等）が制限※されます。処分制限財産は、「補助金取得財産

等管理台帳（様式第 12号）」に記載し管理してください。処分制限期間内に

該当財産を処分しようとするときは、あらかじめ（処分する前に）、「補助金

取得財産等の処分承認申請書（様式第 14号）」を県へ提出し、承認を受けな

ければなりません。 

なお、処分制限財産を処分する場合（承認を受けた場合も含む）、補助金の

返還を求めることがあります。返還額は、財産処分時点での残存薄価（場合

によっては有償譲渡額、有償貸付額）に補助率を乗じた額になります。 

※ 処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年

３月 31 日大蔵省令第 15 号）」に定める耐用年数に相当する期間となりま

す。 

  イ） 本補助金により取得した財産は、県内事業所で使用しなければなりませ

ん。県外の事業所に移設し使用した場合は、財産処分の「移転」に該当

し、補助金の返還を求めることがあります。 

  ウ） 本事業完了後に医療法人化する等、補助対象者の要件を満たさなくなっ

た場合にはその時点で財産処分の対象となり、補助金の返還を求めること

があります。 

ただし、大企業となった場合には補助金の返還は求めません。 
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（２）補助金の不正行為等に対する処分 

補助事業者が次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことがあります。 

また、取り消した部分に係る補助金を返還させ、補助金等の受領の日から納

付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95パーセント

の割合で計算した加算金を徴収することがあります。 

ア） 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき 

イ） 補助金等を他の用途に使用したときその他補助事業等に関して補助金等

の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、規則、交付要

綱、公募要領若しくは知事の指示、命令に違反したとき 

ウ） 補助事業者が、本補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を

した場合 

エ） 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

オ） 交付決定後に補助対象外経費であることが判明したとき 

カ） 補助事業者が、下記のいずれかに該当する場合 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団 

③ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに①に規定する暴力団員に該

当する者があるもの 

④ 法人格を持たない団体にあっては、代表者が①に規定する暴力団員に

該当するもの 

（３）書類の管理 

本補助事業に関係する書類（交付申請書等の事務局に提出した書類一式、交

付決定通知書等の書類、発注書・請求書等の経費支出の証拠書類等）は、一般

の書類と区分し、いつでも閲覧できるようにして、令和 14年３月 31 日まで５

年間保存しなければなりません。 


